
介護予防短期入所生活介護らいらっく

単位 単位

単位

単位

　　④　介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

単位 単位

×

円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

∴　１日あたりのご利用金額＝A+B　（要介護度と保険料段階での一覧）

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

単位 円

　　②　短期生活療養食加算

単位 円

　　③　口腔連携強化加算（１月/１回）

単位 円

　　④　看取り連携体制加算

単位 円

　　⑤　生産性向上向上推進体制加算Ⅰ・Ⅱ（1月/１回）

単位 円

単位 円

　施設サービス・短期入所サービスの食費・滞在費（居住費）については施設とご利用者様の契約に

基づく費用をご利用者様の負担となりますが、負担額はご利用者様ご本人が属する世帯所得によって

差があり、世帯の年間収入が一定額以下の方には３段階の軽減措置があります。

対象となるのは、主に市町村民税が非課税の世帯の方となっております。

　市町村への申請を行い、介護保険負担限度額認定証の交付を受けた方が軽減対象となりますので、

お住まいの各区役所へお尋ねください。なお、軽減措置が認定された際のご利用料金につきましては

料金表を参照してください。

見守り機器等のテクノロジーを複数導入し厚生労働省へデータ提出、委員会開催している場合 100 116

見守り機器等のテクノロジーを導入し厚生労働省へデータ提出、委員会開催している場合 10 12

利用者又は家族に同意を得て、病院や訪看と２４時間連携している体制を確保している場合 64 75

B　滞在費と食　費（介護保険対象外料金）

1,480 2,370

居住費

口腔内の健康状態の評価実施し、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し結果を提供した場合 50

1,300 1,760

合　計 1,180 4,110

要支援１

第２段階

2,128

　　⑤　地域加算

第３段階① 第３段階②

食　費 300 600

A　①～⑤の合計金額（介護保険対象料金）

880 880 1,370 1,370 2,350

保険料階層 第２段階 第４段階以上

2,670

食費・滞在費の利用者負担のご案内（介護保険負担限度額認定）

糖尿病や塩分制限、カロリー制限等に対応する食事を提供します　（１食）

58

10

214

　　①　送迎加算

　２．その他：介護職員処遇改善加算を含む

自宅から施設間の送迎を行った場合　（片道）

介護予防短期入所（ショートステイ）利用料金表
　１．ユニット型個室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2026年4月1日～
　介護サービス費と各種加算

18

（日/単位）

　　③　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

12

（日/単位）

要支援１

　　②　機能訓練体制加算 （日/単位）

（日/単位）

10.17札幌市は「7級地」となります。

648 796

　　①　介護サービス費　 （日/単位）

要支援２

78 96

機能訓練員を配置しております。

要支援１ 要支援２

要支援１ 要支援２

529 656

要支援２ 1,976

施設内介護職員の「介護福祉士」取得率が60％を超えております。

第１段階

1,000

3,466

第１段階

1,828

2,276

3,318 4,758

4,906

第４段階以上第３段階①

3,018

3,166

第３段階②

184

8

【注意点】

ご見学を希望される方はお気軽にお問い合わせください。



短期入所生活介護らいらっく

単位 単位 単位 単位 単位

単位

単位

単位

単位

単位

単位 単位 単位 単位 単位

×

円 円 円 円 円

B　滞在費と食　費（介護保険対象外料金） （日/金額）

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

∴　１日あたりのご利用金額＝A+B　（要介護度と保険料段階での一覧）

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

単位 円

　　②　短期生活療養食加算

単位 円

　　③　口腔連携強化加算（１月/１回）

単位 円

　　④　看取り連携体制加算

単位 円

　　⑤　生産性向上向上推進体制加算Ⅰ・Ⅱ（１月/１回）

単位 円

単位 円

　施設サービス・短期入所サービスの食費・滞在費（居住費）については施設とご利用者様の契約に

基づく費用をご利用者様の負担となりますが、負担額はご利用者様ご本人が属する世帯所得によって

差があり、世帯の年間収入が一定額以下の方には３段階の軽減措置があります。

対象となるのは、主に市町村民税が非課税の世帯の方となっております。

　市町村への申請を行い、介護保険負担限度額認定証の交付を受けた方が軽減対象となりますので、

お住まいの各区役所へお尋ねください。なお、軽減措置が認定された際のご利用料金につきましては

料金表を参照してください。

見守り機器等のテクノロジーを導入し厚生労働省へデータの提出、委員会を開催している場合 100 116

見守り機器等のテクノロジーを導入し厚生労働省へデータの提出、委員会を開催している場合 10 12

口腔内の健康状態の評価実施し、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し結果を提供した場合 50 58

利用者又は家族に同意を得て、病院や訪看と２４時間連携している体制を確保している場合 64 75

第３段階①第２段階第１段階

1,000

要介護２

2,350

1,180 1,480

居住費

要介護１

214

糖尿病や塩分制限、カロリー制限等に対応する食事を提供します　（１食） 8 10

3,531

3,611

3,448

3,3622,472

食費・滞在費の利用者負担のご案内（介護保険負担限度額認定）

自宅から施設間の送迎を行った場合　（片道）

2,641

2,421 5,3513,911

184

2,558 3,748

　２．その他（該当者の方のみ加算されます）：介護職員処遇改善加算を含む
　　①　送迎加算

2,370

要介護２

　　⑥　看護体制加算（Ⅳ）

2,721

看護体制加算（Ⅱ）の要件を満たし、一定期間、要介護３以上の利用者が７０％以上。

　　⑤　看護体制加算（Ⅲ）

（日/単位）

5,023

A　①～⑧の合計金額（介護保険対象料金）

第４段階以上第３段階②

要介護２

704

913

食　費 300

第１段階保険料階層

3,583

3,662

合　計

要介護３

2,393

要介護３

600

3,283

要介護４

第２段階

5,188

3,831

4,110

5,271

5,102

　　②　機能訓練体制加算

要介護１

要介護４

札幌市は「7級地」となります。

機能訓練員を配置しております。

　　③　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

18

（日/単位）

12

（日/単位）

　介護サービス費と各種加算

　　④　夜間職員配置加算(Ⅱ)

基準値以上の夜勤介護職員の配置を行っております。

12

（日/単位）

看護体制加算（Ⅰ）の要件を満たし、一定期間、要介護３以上の利用者が７０％以上。

施設内介護職員の「介護福祉士」取得率が60％を超えております。

（日/単位）

（日/単位）

992 1,161 1,241

　　⑧　地域加算

110

　　⑦　介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

847

要介護５

987

短期入所（ショートステイ）利用料金表

772 918

要介護３要介護１

1,760

23

要介護５

（日/単位）

第４段階以上第３段階②

150

（日/金額）

1,300

要介護５

880 880 1,370

130

10.17

18

1,078

120 140

2,670

第３段階①

1,370

　　①　介護サービス費　

要介護４

　１．ユニット型個室

（日/単位）

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

2,093

2,172

2,258

2,341

【注意点】

ご見学を希望される方はお気軽にお問い合わせください。



Ｒ8年4月１日

※長期利用１〜30日
介護度 第１段階 第２段階 第３①段階 第３②段階 第４段階 ２割負担
要介護３ ８２,０４９円 ９１,０４９円 １１７,７４９円 １２６,７４９円 １６９,９４９円 ２０２,３０７円
要介護４ ８５,３３３円 ９４,３３３円 １２１,０３３円 １３０,０３３円 １７３,２３３円 ２０８,０６１円
要介護５ ８８,５３６円 ９７,５３６円 １２４,２３６円 １３３,２３６円 １７６,４３６円 ２１３,６６３円

※長期利用30〜60日
介護度 第１段階 第２段階 第３①段階 第３②段階 第４段階 ２割負担
要介護３ ８１,００６円 ９０,００６円 １１６,７０６円 １２５,７０６円 １６８,９０６円 ２００,２２０円
要介護４ ８４,２８９円 ９３,２８９円 １１９,９８９円 １２８,９８９円 １７２,１８９円 ２０５,９７４円
要介護５ ８７,４９２円 ９６,４９２円 １２３,１９２円 １３２,１９２円 １７５,３９２円 ２１１,５７６円

※長期利用60日以降
介護度 第１段階 第２段階 第３①段階 第３②段階 第４段階 ２割負担
要介護３ ８０,９３７円 ８９,９３７円 １１６,６３７円 １２５,６３７円 １６８,８３７円 ２００,０８２円
要介護４ ８４,２１９円 ９３,２１９円 １１９,９１９円 １２８,９１９円 １７２,１１９円 ２０５,８３３円
要介護５ ８７,４２３円 ９６,４２３円 １２３,１２３円 １３２,１２３円 １７５,３２３円 ２１１,４３８円
※上記の料金につきましては概算となり、お取りする加算により変更がございます。また、医療費、日用品は含みません。

〇介護負担限度額認定証
第１段階 第２段階 第３①段階 第３②段階 第４段階以上

食費 ３００円 ６００円 １,０００円 １,３００円 １,７６０円
居住費 ８８０円 ８８０円 １,３７０円 １,３７０円 ２,３５０円

２３１,３２７円

特別養護老人ホーム らいらっく （ロングショートスティ利用時の料金表）

３割負担
２３４,６６５円
２４２,８８９円
２５０,８９０円

３割負担
２３１,５３５円
２３９,７５９円
２４７,７６０円

３割負担

２３９,５４８円
２４７,５５２円



・介護保険では利用者負担段階に応じて、介護保険対象分の負担金額に上限額が設けられています。

１）ご利用料金の補足
・紙おむつ代は介護保険給付対象となりますので別途お支払いの必要はありません。
 但し、特定の銘柄や形状の指定がある場合は要相談となります。
・月額の利用料金以外に医療費（薬、受診等）、訪問理美容、レクリエーション代金などがかかります。
２）食費・滞在費の利用者負担のご案内
①介護保険負担限度額認定
・介護保険施設に入所または短期入所サービス（ショートステイ）を利用した場合に発生する、食費・居住費(滞在費・宿泊費)に
 ついての利用者負担を軽減する制度です。一度、お住まいの各市町村へご確認ください。
②高額介護サービス費

・日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
・負担能力のある親族に扶養されていないこと。
・介護保険料を滞納していないこと。

 一度、お住いの各市町村へご確認ください。
③社会福祉法人等による低所得者負担の軽減
■市町村民税非課税世帯で以下の条件が全て該当となる方のうち生計が困難なものと市町村が認めた場合、
ご利用負担が軽減される場合があります。

■軽減の程度は利用者負担分（介護保険の１割・食費・居住費）の４分の１が基本原則とされていますが、詳細は市町村が
申請者個別に決定を下し、利用者負担軽減認定証に記載された金額が対象となります。

・年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が１人増えるごとに５０万円を加算した額以下であること。
・預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。


